
横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会運営要綱 

 

制 定 平成30年２月１日総管第1511号（局長決裁）  

  最近改正 令和６年10月１日総管第1341号（局長決裁） 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例（平成 29 年12月横浜市条例第41号。

以下「条例」という。）に基づき設置される、横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会（以

下「委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。  

 

（担任事務）  

第２条 条例第６条第１項各号に掲げる委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるとおりと

する。  

(1) 条例第６条第１項第１号に関する事項  

ア 評価項目及び評価基準に関すること  

イ 応募資格の内容に関すること  

ウ 事業計画書等の審査及び運営事業者の選定に関すること  

(2) 条例第６条第１項第２号に関する事項  

ア 運営についての業務計画等の審査に関すること  

イ 運営に対する評価に関すること  

(3) 条例第６条第１項第３号に規定する市長が必要と認める事項  

ア テナント賃料の額の変更に係る承諾に関すること 

イ その他市長が必要と認める事項 

 

（委員）  

第３条 条例第６条第２項に規定する市長が任命する委員は、次に掲げるいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 学識経験者  

(2) 弁護士  

(3) 不動産鑑定士  

(4) 金融関係者又は公認会計士 

(5) 地元商業団体の関係者  

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

２ 委員の任期は、４年以内で市長が定める期間とする。ただし、その委員が継続して審議する必要が

あると市長が認める審議案件がある場合、当該審議案件の審議が終了するまでの間、任期を延長する

ことができる。  

３ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。  

４ 委員は、再任されることができる。  



５ 委員の代理は、認めないものとする。  

６ 市長は、委員の解職又は辞職などにより委員会の進行に支障が生ずる場合は、新たな委員を任命す

ることができる。  

 

（除斥）  

第４条 市長は、委員が次のいずれかに該当し、委員会の審議その他公正、公平又は中立を妨げる事情

があると認める場合は、当該委員を当該審議に参加させないものとする。  

(1) 委員が、審議案件に関わる事業者（複数の企業により構成されるグループの場合は、グループ

を構成する企業の全て。以下「応募事業者」という。）又はその子会社若しくは親会社の財務、

法務又は営業等の業務内容について、現に職務権限を保有している場合  

(2) 応募事業者（法人にあっては、その役員又は役員に準ずる者）の配偶者、四親等以内の血族、

三親等以内の姻族、同居の親族、代理人、後見人、保佐人又は補助人である場合  

(3) 委員としてふさわしくない非行事由があったと認められる場合  

(4) その他委員に審議等の公正、公平又は中立を妨げる事情があると認められる場合  

 

（委員長）  

第５条 委員会に委員長を１人置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。  

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その

職務を代理する。  

（委員等の責務）  

第６条 委員は、第２条に定める職務を常に公正、公平に行わなければならない。  

２ 委員は、直接間接を問わず、応募事業者及び応募することが見込まれる事業者の関係者と、選定に

関して接触してはならない。  

３ 前項の接触が判明したときは、市長は、委員が接触した応募事業者を審査対象外とする。  

４ 委員は、委員会を通じて知り得た情報をその職を退いた後も洩らしてはならない。ただし、横浜市

又は委員会が公表した情報については、この限りではない。  

５ その他委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、横浜

市及び委員会が公表した情報については、この限りではない。  

 

（会議）  

第７条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集

する。  

２ 委員長は、委員会の会議の議長とする。  

３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。  

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。  

 



（意見の聴取等）  

第８条 委員長は、委員会の会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。  

 

（庶務）  

第９条 委員会の庶務は、総務局管理課において処理する。  

 

（委任）  

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め

る。  

 

附 則  

（施行期日）  

この要綱は、平成 30 年２月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年 10月１日から施行する。 

 

 


